
まん延防止等重点措置適用に伴う県の要請内容

要請期間 令和3年8月20日～9月12日 対象 宮城県全域 措置区域 仙台市

対策概要 国の「基本的対処方針」等に沿ってこれまで実施してきた対策を拡充・強化

備考 8月12日から発令中の県と仙台市独自の緊急事態宣言も9月12日まで延長

要請対象 地域 主な要請等の内容

県民 県内全域
混雑した場所への外出半減・日中も含めた不要不急の外出自粛、
県外との往来自粛、感染リスクの高い行動の自粛、
感染対策不徹底・時短要請に応じない飲食店等利用の自粛 等

飲食店

仙台市
全飲食店の時短要請：午前5時-午後8時、酒類提供の終日停止
感染防止対策徹底（マスク会食・アクリル板・カラオケ設備利用自粛）等

仙台市外
全飲食店の時短要請：午前5時-午後8時（酒類提供：午前11時-午後7時）
感染防止対策徹底（マスク会食・アクリル板・カラオケ設備利用自粛）等

その他の
施設

仙台市
営業時間短縮：午前5時-午後8時（イベント時は午後9時まで）
（※1,000㎡超施設は要請・1,000㎡以下施設は法に基づかない協力依頼）
酒類提供終日停止・カラオケ設備利用自粛の協力依頼

仙台市外
営業時間短縮への協力依頼：午前5時-午後8時（イベント時は午後9時まで）
酒類提供：午前11時-午後7時・カラオケ設備利用自粛の協力依頼

イベント 県内全域
開催制限：5,000人 or 収容率50%（大声なし100％）の小さい方
時短要請：午前5時-午後9時、ガイドラインの遵守、追跡対策 等

危機管理課
令和３年８月１９日
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県民への要請内容 【県内全域】

○ 営業時間短縮を要請した時間以降，飲食店等及び要請施設等にみだりに出入りしないこと

○ 混雑した場所への外出を半減するため、日中も含めた不要不急の外出・移動を自粛すること

Ẇ 県外との不要不急の移動

Ẇ
ẑ

ệ

Ẇ 感染対策が徹底されていない飲食店等 時短要請に応じない飲食店等

利用を控えるṕ Ṗ

Ẇ
ẑ

Ẇ

Ẇ

Ẇ ワクチン接種の有無に関わらずḯ基本的な感染防止対策を徹底

Ẇ ḯ ḯ ḯ

βマスクの捕集効率は、布製やウレタン製よりも、不織布素材の方が高いことが示されています。
また、鼻の部分に金具がある場合は、折り曲げて鼻に沿って着用するなど、すき間のないよう
顔にフィットさせた方が効果が高いことが示されています。【内閣官房ホームページより】

外出等の自粛・感染防止対策の徹底等〔法31条の6第2項・24条第9項等〕

危機管理課
令和３年８月１９日
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飲食店への要請内容① 【仙台市内】

営業時間短縮等の要請〔法31条の6第1項〕

3 8月20 日 3 9月12 日

全ての飲食店ẑṕ Ṗ

・午前5時から午後8時まで

酒類の提供 終日停止ṕẑ Ṗ

その他の要請等

31 6
1

○

ṕ Ṗ
Ẇ

Ẇ

Ẇ ṕ Ṗ

24
9

Ẇ ỎỚỄ
Ẇ

31 6 1 20

※県有施設を含む

危機管理課
令和３年８月１９日
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飲食店以外の施設への要請内容 【仙台市内①】

11
1 1,000 1,000

4号
劇場、観覧場、演芸場、

映画館など
【法24 条第9項に基づく要請】
Ẇ
○午前5時から午後8時まで
ṕ 9 Ṗ

時短要請ṕ Ṗ

ẑ 9

【法に基づかない協力依頼】
○ HP

Ẇ酒類提供の終日停止
Ẇカラオケ設備使用自粛

【法24 条第9項に基づく要請】
Ẇ

【法に基づかない協力依頼】
○午前5時から午後8時まで
ṕ 9 Ṗ

時短協力ṕ Ṗ

ẑ 9
○ HP

Ẇ酒類提供の終日停止
Ẇカラオケ設備使用自粛

5号 集会場、公会堂

6号

展示場、貸会議室、

文化会館、

多目的ホール

8号
ホテル又は旅館

ṕ
Ṗ

9号
運動施設、遊技施設
ṕ

Ṗ

10 号 博物館、美術館等

※県有施設を含むイベント関連施設・イベントを開催する場合がある施設

危機管理課
令和３年８月１９日
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飲食店以外の施設への要請内容 【仙台市内②】

11
1 1,000 1,000

7号

大規模小売店、百貨店、

ショッピングセンター、

家電量販店 ẑ

【法24 条第9項に基づく要請】
Ẇ
○午前5時から午後8時まで

時短要請ṕ Ṗ

【法に基づかない協力依頼】
○ HP
Ẇ酒類提供の終日停止
Ẇカラオケ設備使用自粛
ṕ Ṗ

【法24 条第9項に基づく要請】
Ẇ

【法に基づかない協力依頼】
○午前5時から午後8時まで

時短協力ṕ Ṗ

○ HP
Ẇ酒類提供の終日停止
Ẇカラオケ設備使用自粛
ṕ Ṗ

9号

11 号

12 号

11 号

【法24 条第9項に基づく要請】Ẇ

【法に基づかない協力依頼】
○ Ẇ

※県有施設を含む参加者が自由に移動でき、入場整理等の徹底が推奨される施設

31 6 1
24 9

31 6 1 20

危機管理課
令和３年８月１９日
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イベント主催者等への要請内容 【県内全域】

Ẇ 業種別ガイドラインの遵守 ṕCOCOAṖ
ṕMICAṖ 追跡対策を徹底

Ẇ 全国的な移動を伴うイベント 1,000 人を超えるイベント
県に事前に相談

Ẇ

大声での歓声、声援がないことを
前提とするもの

ẑ1

飲食を伴うが発声がないもの
ṕ Ṗ

大声での歓声、声援が想定されるもの

ẑ1

飲食を伴うもの

5,000 人
以下

午前5時
～

午後9時

100% 以内 ( ) 50 ％ẑ2以内 ( )

1
2

50

小さい方を限度
開催制限等（8月20 日～9月12 日ḯ 24 9 Ṗ

危機管理課
令和３年８月１９日
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